
ご相談は　市町村消費生活相談窓口又は鳥取県消費生活センターへ

●点検内容は、屋根や床下、外壁、耐震、シロアリ、水質検査など、さまざまです。
●「点検」と称して訪問し、「このままでは危険！」などと、不安をあおることを言って、その場で契約
を迫るような業者は要注意！
●一度契約をすると、言葉巧みに次々と契約をさせていくこともあります。
●点検商法は訪問販売。契約書面を受け取った日から８日以内であれば、クーリング・オフができます。

「無料で点検」
「ついでに点検」
「工事をしないと危険」

「このままでは危険」
と言われ、すぐに工事をしたが…

点 検 商 法

年寄りは
いいカモだ

無料で点検
してあげますよ

このままでは
大変！

お願い
します

水漏れは
困るのぉ

突然、男性2人が「ただ今、無料点検サービス中です」とやってきた。床下を
点検し「台所と風呂あたりで水漏れしている。シロアリもいる。このままでは
ひどくなる。8万円かかるが修理したほうがよい」と言われ、言われるままに
支払った。後日、知人におかしいと言われ、領収書の電話番号に電話したが
つながらなかった。

対策のポイント

相談事例

ちょっと待って！

不安にさせて不必要
な工事を契約させ

るワナかもシロアリがいる

水漏れしている


